
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  源泉所得税の納期の特例 

Ｑ：当社は、毎月、源泉所得税を納付して

いますが、年２回で済む方法もあると聞きま

した。どのようになっているのですか？ 

 

Ａ：給与の支給が10人未満である場合は、

年２回納める方法が適用できます。 

【解説】 

源泉所得税は、原則として、給与等を支払

った月の翌月10日までに納付しなければなり

ませんが、給与等の支給人員が常時10人未満

である源泉徴収義務者については、納付事務

を軽減するため、給与等や退職手当等、弁護

士、税理士等の報酬等について源泉徴収した

所得税を、次のように納付することが認めら

れています。ただし、この特例を受けるには

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申

請書」を所轄税務署長に提出して承認を得な

ければなりません。 

 １月から６月までの源泉税・・7月10日 

 ７月から12月までの源泉税・・1月10日 

 なお、この適用者が、その年12月20日まで

に「源泉所得税の納期の特例適用者に係る納

期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長

に提出したときは、その届出書を提出した年

以後の各年７月から12月までの源泉税は、翌

年１月20日までに納付すればよいこととされ

ています。 

ただし、この納期限の特例は、その届出書

を提出した年以後の各年においてきちんと納

付しなかったという事実がある場合は適用さ

れず、この場合には、１月10日が納期限とな

ります。  
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